
平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日
提
出

質

問

第

二

四

九

号

公
務
員
の
天
下
り
調
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

谷

�
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公
務
員
の
天
下
り
調
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
当
時
民
主
党
代
表
で
あ
っ
た
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七
日
の
国
家
基
本
政
策
委
員
会
合
同
審
査

会
に
お
い
て
、
「
四
千
五
百
の
天
下
り
団
体
に
二
万
五
千
人
の
天
下
っ
た
方
々
が
お
ら
れ
て
、
そ
こ
に
で
す
よ
、
国
の
予
算
が

ど
の
ぐ
ら
い
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
、
十
二
兆
一
千
億
円
の
お
金
が
そ
こ
に
流
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
」
と
の
発
言
（
以
下

「
先
の
鳩
山
代
表
の
発
言
」
と
い
う
。
）
を
し
た
。

そ
の
後
、
政
権
交
代
を
果
た
し
た
鳩
山
内
閣
の
下
で
、
�
政
府
は
、
新
た
に
「
天
下
り
」
を
定
義
付
け
る
な
ど
し
た
こ
と
、

�
政
府
は
、
「
府
省
庁
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
の
民
間
企
業
、
団
体
等
と
の
癒
着
や
行
政
の
無
駄
な

ど
の
原
因
と
な
る
よ
う
な
職
員
の
再
就
職
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
厳
し
い
批
判
が
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
」
（
内
閣
参
質

一
七
四
第
二
九
号
平
成
二
十
二
年
三
月
二
日
参
議
院
議
員
山
下
栄
一
君
提
出
天
下
り
問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁

書
）
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
鳩
山
内
閣
が
「
先
の
鳩
山
代
表
の
発
言
」
の
内
容
を
精
査
し
調
査
し
て
公
表
す
る
こ

と
は
、
国
民
に
対
す
る
説
明
責
任
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
以
下
質
問
を
す
る
。

一

去
る
平
成
二
十
二
年
二
月
十
九
日
及
び
三
月
一
日
の
衆
議
院
総
務
委
員
会
に
お
い
て
、
私
は
、
「
先
の
鳩
山
代
表
の
発

言
」
の
内
容
を
精
査
し
、
政
府
が
定
義
す
る
「
天
下
り
」
に
該
当
す
る
者
の
人
数
と
「
裏
下
り
」
と
言
わ
れ
る
者
の
人
数

一



を
、
そ
れ
ぞ
れ
調
査
す
る
よ
う
に
要
求
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
原
口
総
務
大
臣
よ
り
、
「
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
い
か
な
る
天
下
り
、
先
ほ
ど
お
話
し
に
な
っ
た
裏

下
り
、
ま
さ
に
省
庁
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
っ
て
ポ
ス
ト
を
独
占
す
る
、
あ
る
い
は
、
そ
の
先
で
官
製
談
合
や
あ
る
い
は
随
意
契

約
の
温
床
と
な
る
、
こ
う
い
っ
た
も
の
を
私
た
ち
は
野
党
時
代
か
ら
追
及
を
し
て
き
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
総
務
省
で
し
っ
か

り
と
調
査
を
し
て
公
表
し
て
い
き
た
い
、
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
」
（
平
成
二
十
二
年
二
月
十
九
日
）
、
「
十
二
兆

一
千
億
円
の
中
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
の
を
精
査
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
」
（
同
年

三
月
一
日
）
と
の
答
弁
（
以
下
「
先
の
答
弁
」
と
い
う
。
）
を
得
た
。

「
先
の
答
弁
」
は
、
「
先
の
鳩
山
代
表
の
発
言
」
の
内
容
を
精
査
し
、
政
府
が
定
義
す
る
「
天
下
り
」
に
該
当
す
る
者
の

人
数
と
「
裏
下
り
」
と
言
わ
れ
る
者
の
人
数
を
、
政
府
で
調
査
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
会
議
録
を
読

め
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
再
度
、
そ
の
点
を
確
認
す
る
。

二

「
裏
下
り
」
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
（
内
閣
衆
質
一
七
四
第
六
九
号
平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日
衆
議
院
議
員
山
内
康

一
君
提
出
裏
下
り
の
定
義
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
）
は
、
明
確
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
「
裏
下
り
」
の
人
数
の
調

査
に
当
た
っ
て
は
、
「
裏
下
り
」
を
明
確
に
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

二



三

「
先
の
答
弁
」
に
お
い
て
、
原
口
総
務
大
臣
は
、
「
天
下
り
」
と
「
裏
下
り
」
に
つ
い
て
「
し
っ
か
り
と
調
査
を
し
て
公

表
」
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
が
、
政
府
が
定
義
す
る
「
天
下
り
」
と
「
裏
下
り
」
と
言
わ
れ
る
者
の
人
数
と
法
人
名
に

つ
い
て
、
政
府
は
い
つ
か
ら
調
査
を
始
め
、
い
つ
ま
で
に
そ
の
調
査
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
公
表
す
る
の
か
。

四

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
の
枝
野
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
行
政
刷
新
担
当
）
の
記
者
会
見
要
旨
に
よ
る
と
、
同
大

臣
は
、
第
二
弾
の
事
業
仕
分
け
を
行
う
公
益
法
人
を
絞
り
込
む
七
つ
の
視
点
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
、
「
隠
れ
天
下
り
も
含

め
た
天
下
り
を
受
け
入
れ
て
い
る
法
人
」
を
挙
げ
て
い
る
（
以
下
「
先
の
枝
野
大
臣
の
発
言
」
と
い
う
。
）
。
当
該
法
人
に

つ
い
て
の
記
者
か
ら
の
質
問
に
対
し
、
同
大
臣
は
、
各
府
省
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
「
公
務
員
の
Ｏ
Ｂ
が

い
る
」
法
人
で
あ
る
旨
説
明
し
て
い
る
。
当
該
説
明
は
、
「
先
の
鳩
山
代
表
の
発
言
」
と
同
様
、
政
府
の
「
天
下
り
」
の
定

義
に
そ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
以
下
質
問
を
す
る
。

�

政
府
が
「
天
下
り
」
を
定
義
し
た
後
も
、
閣
僚
が
「
天
下
り
」
と
い
う
言
葉
を
あ
い
ま
い
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
問

題
は
な
い
の
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

�

「
先
の
枝
野
大
臣
の
発
言
」
に
お
け
る
「
隠
れ
天
下
り
」
と
は
何
か
。
そ
の
定
義
を
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


